
（名称）

第1条　本会は文化財写真技術研究会という。

（本部）

第2条　 本会の本部は会務をつかさどる会員の所属

する機関内に置く。

（目的）

第3条　 本会は文化財の調査研究に関する写真技術

全般の向上を図り、その研究・開発・普及

を目的とする。

（事業）

第4条　 本会は会の目的を達成するため、つぎの事

業を行う。

　　　⑴ 文化財写真に関する情報の収集、整理及び

公開

　　　⑵研究集会の開催

　　　⑶ 会誌『文化財写真研究』及びその他出版物

の刊行

　　　⑷ 文化財調査機関・博物館、それに関連する

学会等との連絡及び協力

　　　⑸ その他、会の目的を達成するために必要な

事業

（会計）

第5条　 本会に必要な経費は、会費及びその他の収

入をもってあてる。

（会員）

第6条　 本会の事業計画及び収支予算は会長が編成

し、総会の承認を得るものとする。

　　2　 本会の決算は会長が作成し、監事の意見を

つけ総会の承認を得るものとする。

　　3　 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、

翌年3月31日に終わる。

第7条　本会は次の会員で構成する。

　　　⑴ 個人会員　文化財の調査、研究に従事する

者、又はその写真関係を職業とする者で本

会の趣旨に賛同する者。その他会長が認め

る者。

　　　⑵ 団体会員　文化財の調査・研究、又はそれ

らの公開・啓蒙普及を目的とした機関で本

会の趣旨に賛同する者。

　　　⑶ 賛助会員　本会の趣旨に賛同し、本会が関

わる事業に協力を希望する者及び機関。

　　　⑷ 会友　外国に居住し、文化財の調査、研究

に従事する者、又はその写真関係に従事す

る者で、本会の趣旨に賛同する者。

　　　⑸ 名誉会員　本会に特別な貢献をしたと認め

る者。

　　2　 本会に入会しようとする者は、個人会員3

名の推薦を必要とし幹事会の承認を得なけ

ればならない。ただし、会友は幹事会がこ

れを認めた者とする。名誉会員は幹事会が

推薦し総会で承認を得なければならない。

　　3　 個人会員、団体会員、賛助会員は第12条に

定める会費を納入しなければならない。

　　4　個人会員は総会における議決権を有する。

　　5　 会員、会友、名誉会員は、会誌の配布を受

け、その他第4条に規定する事業に参加す

ることが出来る。

　　6　 会員に本会の目的の遂行をさまたげる行為

のあった場合には、本会はこれを除名する

ことができる。

　　7　 会員で会を退会しようとする者は理由を付

けて事務局に退会届を提出しなければなら

ない。

　　8　 第3項に規定する会員が会費を3年間滞納

した場合、会長は幹事会の承認を得てこれ

を除名することができる。

（役員）

第8条　本会に次の役員を置く。

　　　⑴会　長　1名

　　　⑵副会長　2名以内

　　　⑶幹　事　8名以内

　　　⑷監　事　2名

文化財写真技術研究会会則

123Vol. 14　2024

ichiro

ichiro



　　　⑸顧　問　若干名

　　　⑹テクニカルアドバイザー　若干名

　　2　 会長及び監事は総会において会員中より互

選によって選出する。

　　3　 副会長及び幹事は会員中より会長が委嘱す

る。

　　4　顧問は会長が委嘱する。

　　5　 テクニカルアドバイザーは会員中より会長

が委嘱する。

（役員の職務）

第9条　役員の職務は次のとおりとする。

　　　⑴会長は本会を代表し、会務を総括する。

　　　⑵ 副会長は会長を補佐し、会長に職務遂行困

難な事態が発生したときにはその職務を代

行する。

　　　⑶ 幹事は会務運営のため幹事会を組織し、会

則にもとづき会務を処理する。

　　　⑷監事は会計および会務の執行を監査する。

　　　⑸ 顧問は会長の諮問に応じ、会の運営につい

ての助言を行う。

　　　⑹ テクニカル・アドバイザーは会員の技術的

質問等を受けた場合、その問題の解決を図

るものとする。

（役員の任期）

第10条　 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

補欠又は増員により選出された役員の任期

は前任者又は現任者の残任期間とする。

（総会の開催）

第11条　本会は毎年1回総会を開く。

　　2　 総会は会員の3分の1の出席をもって成立

する。

　　3　 臨時に緊急な事態に限り、郵便等の手段を

もって総会を開催することができる。

（会費）

第12条　本会を運営するために次の会費を徴収する。

　　　⑴個人会費は、当分の間、年額8千円とする。

　　　⑵団体会費は、当分の間、年額1万円とする。

　　　⑶賛助会費は、当分の間、年額3万円とする。

　　　⑷会友は、これを免除する。

　　　⑸名誉会員は、これを免除する。

　　2　 納入した会費は、いかなる理由があろうと

も返納しない。

（会則の変更）

第13条　 この会則の変更は総会において出席会員数

の3分の2以上の議決をもって変更するこ

とができる。ただし、書面をもって意思を

表示したものは出席者とみなす。

（会務の運営）

第14条　 幹事会は会務運営のため必要な事項を別に

定めることができる。

付則

1　本会則は平成2年7月6日より施行する。

2　本会の本部は当分の間、奈良県内に置く。

3　 本会則は平成11年7月1日に第8条⒃、8条5、

9条⑹を追加し、同2日より施行する。

4　 本会則は平成13年7月6日に第7条8を追加、

第8条⑶を一部変更し、同7日より施行する。

5　 本会則は平成17年7月1日に第8条5を一部修

正し、同2日より施行する。

6　 本会則は平成21年7月3日に研究会名称にかか

る部分を一部修正し、同4日より施行する。

7　 本会則は平成22年7月2日に一部修正し、同3

日より施行する。

8　 本会則は平成28年7月1日に第7条⑴を一部修

正し、同2日より施行する。
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文化財写真技術研究会　会員申し込み用紙

年　　　月　　　日

文化財写真技術研究会会長殿

個人会員　　　団体会員　　　賛助会員として（左記のいずれかに○をつけてください）

　文化財写真技術研究会の趣旨に賛同し、会の会則を認め、それを遵守しますので、会員に加えていた

だきたく申し込みます。よろしくお取計らいくださるようお願いいたします。

ふ り が な

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

団体会員、賛助会員名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

個人会員所属機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　　所　〠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　☎　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fax　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　E-mail　　　　　　　　　　　　　　　@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊Ｅメールアドレスを会員名簿に記載することを　許可・不許可します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（どちらかを○で囲んでください）

個人会員送付先住所　〠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎　　　　　　　　　　　　　　　　Fax　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　E-mail　　　　　　　　　　　　　　@　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　氏を文化財写真技術研究会会員として推薦します。

推薦会員名

　　　（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

＊会員３名の推薦がない場合は入会を認めません。
＊このページを複写してご使用ください。　　　　
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